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　世界のどの国にもその国を特色づける自然があります。日本を代表する自然景観は森林で

す。森林は我が国の国土の約67％を占めており、木材生産、国土保全、生物多様性維持などの

多重的な機能を有しています。正常な森林の維持ができなくなれば我が国は我が国でなくなっ

てしまうのです。むろん、森林を擁する国は日本だけではありませんが、我が国の森林には他

国に見られない特色があります。それは、人工林と天然林の面積がほぼ相拮抗して存在するこ

とです。岡山県においても事情は同じです。

　我が国の森林事情のもう一つの特色はその所有形態です。我が国の森林の約７割が私有林で

あり、しかもその殆どが５ha未満の零細所有であることです。岡山県においても、それぞれ

が零細所有であることは全国と変わりませんが、その上、実に約９割が民有林であり、他の自

治体とは様相が大きく異なります。

　森林は多面的な機能を有しますが、その機能は森林の様態と密接に関係しています。簡単に

いってしまえば、木材生産機能を高めるためには人工一斉林が、生物多様性維持や水土保持な

どの環境保全機能を期待するのであれば異齢混交林が適していることはさまざまな研究成果か

ら、また経験的にもよく知られています。

　我が国では、戦後の経済復興から高度経済成長期にかけて旺盛な木材需要が起こりました。

国は、国有林の大量伐採を行い需要に応えると共に、民有林にも「拡大造林」と称する広葉樹

林の針葉樹林化を大々的に奨励しました。しかし、広葉樹林の針葉樹林化には多大の経費がか

かり、その費用の回収には数十年の時間を要するという森林経営の特色から、零細な民有林所

有者の自発的な造林意欲は当然高くはありませんでした。

　この間の事情を解消するために、国は公的な機関が森林所有者に代わり造林を引き受け、収

穫時に収入を両者で分配するという分収方式を設定し、そのための機関として林業公社を多く

は じ め に
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の都道府県に設置しました。この方式は理屈としてはまずよくできていますが、材価の変動

（とりわけ低落）を想定していなかったため、今日では公社方式の運営上大きな困難を抱える

に至っています。

　しかし、森林は我が国の自然環境の維持や木材生産の場として、かけがえのない存在です。

その意味で、民有林も含めた森林の適切な維持管理は国家的な事業として理解されねばなりま

せん。とくに、森林のもつ環境保全機能は森林所有者だけがその恩恵を被るのではなく、流域

住民、さらには全国民が等しく享受するものであることを考えると、民有林といえども何らか

の公的支援が必要になることについての住民や国民の理解がなければなりません。

　一方、森林所有者は、所有林が私財であると同時に、それが公的な存在であることについて

も深く理解していただかねばなりません。ここには、単なる権利主張を超えた高い見識が必要

になります。私は、これが成熟した社会の形であり、日本人には古くから具わり、また育んで

きた伝統的な「和」の姿でもあると考えています。この岡山の地で、森林をとおして、全国に

先駆けてこのよう美しい社会意識が形成されていくことを誇りとしたいと常々考えてます。

　その意味で、これまで岡山県の林業公社が常に全国に先駆けた運営を行ってこられたことに

敬意を表するものです。今日、公社の運営をめぐる環境は一段と厳しさを加えつつあります

が、その中にあって、社団法人おかやまの森整備公社はより先進的な運営方針を打ち出し、そ

の方針を実現化するため日々献身的な努力をされていることを高く評価し、県民が広くその意

義を理解していただきたいと願っています。

千　 葉　 喬　 三

岡 山 大 学 学 長
（おかやまの森整備公社参与）
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～ 経済林としての森林整備 ～
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土地所有者
土 地 の 提 供

おかやまの森
整 備 公 社
費 用 を 負 担

当 初 契 約 の 変 更 等
（期間の延長・非皆伐施業） 収益の分収 土地所有者

へ 返 還

間　

伐

除　

伐

下　

刈

70

問　題　点

新たな定款

経済林としての森林整備

危惧される伐採跡地の取扱い

すべて伐採し（立木は販売）裸山の状態で返還

契約満了時点で皆伐

《事業の流れ》

これまでの森づくり

・皆伐後は広大な裸山となり、放置すると土砂の流出や崩壊の危険が高まるなど、森林の
持つ多様な公益的機能が低下する。

・伐採跡地の再造林等を土地所有者が行わなければならない場合があり、費用の負担が必
要となる。

・木材価格の下落により、皆伐による分収金では再造林に係る費用が賄えない可能性があ
り、造林放棄地の増加が危惧される。

　公社は、森林の有する公益的機能を高度に発揮させるための森林の整備を進め、併せて
森林資源の持続的利用を図り、もって農山村の振興と県民の福祉の向上に寄与することを
目的とする。

　植栽後、下刈や間伐等の保育を行い、森林の公益的機能の維持・増進を図っていくが、最終
的に、契約満了時である40～50年生で造林木をすべて伐採（皆伐）し、収益を分収した上で、
伐採跡の状態(裸山)で土地所有者へ返還する計画である。

新たな森づくりを目指して
　公社は、昭和40年の設立以来、県下人工林面積の15％に相当する25,000haの森林を造成して
きたが、県民の森林に対する期待の高まりを背景に、県民並びに造林地所有者の理解を得なが
ら、森林は県民共有の財産であるとの認識のもと、非皆伐の環境保全を重視した新たな森づ
くりを目指している。

・地球温暖化防止を始め、森林の公益的機能を高度に持続的に発揮させる森林整備
・森林資源の長期的な安定供給
・新しい森林整備による農山村の振興及び県民の福祉向上
・施業集約化における中心的な役割

こ れ か ら の 役 割

・造林及び育林事業促進による県土の保全及び森林資源の持続的管理
・地域経済の振興

より良い姿の森林を次世代に引き継ぐため、強度な間伐や択伐を繰り
返し行い、環境保全に優れた自然に近い針広混交の新たな森づくり

これまで果たしてきた役割
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～ 公益的機能を高度に持続的に発揮する森林整備 ～
新たな森づくりのメリット

空間に広葉樹の侵入を促す 自然林に近い針広混交林へと誘導

列状間伐 列状や強度の間伐により空間をあける

列状及び強度な間伐により、
空間をあけて広葉樹の侵入
を促進

択伐を繰り返し実施し、
針広混交林へ誘導
　　　　　　（収益の確保）

手入れの不要な環境保全に
優れた70年生の針広混交林
で返還

・森林の持つ多様な公益的機能が、より高度に持続的に発揮される。

・特に、針葉樹は大量に水を消費するが、強度の間伐や択伐により、森林を維持し
た状態で、森林の持つ機能を果たしながら、川下に水の供給量を増やすという機
能が大きく発揮される。

・山地災害につながる大面積の皆伐を回避し、人工林を自然林に近い針広混交林へ
と誘導できる。

・自然に近い針広混交林へ誘導することにより、生物多様性の保全が推進される。
また、後の管理費も節減できる。

・路網の整備や施業の集約化等を進め、利用間伐や択伐により収益が確保できる。

新たな森づくり
　広大な面積の皆伐を回避し、森林の持つ公益的機能をより高度に持続的に発揮させるため非
皆伐施業とし、列状及び強度な間伐や択伐を繰り返し実施することにより、広葉樹の侵入を促
進させ、環境保全に優れた70年生の針広混交林への誘導を図り、手入れの不要な森林に整備
して土地所有者へ返還する。
　なお、伐採時には、公社造林地を中心とした集約化や積極的な路網の整備、高性能林業機械
の利用を促進し、収益の確保を図る。
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広
葉
樹
の
侵
入
促
進

管理道を開設し列状に間伐

プロセッサによる造材

高性能林業機械による集材

フォワーダによる搬出

トラックによる運搬

原木市場での販売

収穫事業の取り組み
　繰り返し行う択伐等において、従来から引き継ぐ森林資源を有効に利用することにより、伐
採収益を確保する。特に、作業路等の新設による基盤整備を推進し、公社造林地を中心とした
施業集約化を行うなど、生産に係るコスト削減に取り組み、収益の増大を図る。

森林の持つ公益的機能を高度に
持続的に発揮する70年生の
｢針広混交林」へ整備

土地所有者へ返還

期間延長 50年間 → 70年間
施業方法 皆　伐 → 択　伐

分収造林変更契約等

新 た な 施 業 体 系
（普通林・保安林別）

環境保全重視の森づくり

新たな森づくりの進め方

締
結

強
度
間
伐
・
択
伐
を
繰
り
返
し
実
施

基 盤 整 備
路網整備による

低コスト作業の確立

集 約 化 施 業
公社造林地を中心とする
大規模かつ効率的な
団地形成を推進

収穫事業の推進
収 益 の 確 保
木材の安定供給

販 売 先 の 確 保
林地残材の有効利用

バイオマス利用への対応
工場等への直接販売生産経費削減

列状間伐や高性能林業
機械の導入促進による

コストダウン

基 盤 整 備
路 網 整 備

高性能林業機械
導　入　促　進

収 益 の 確 保
直 接 販 売 バイオマス利用

林地残材の有効利用

コ ス ト 削 減
施業集約化の推進

列状間伐の導入

これからの取り組み
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175350

700

1,400

2,100

2,800本／ha

除 伐

間　伐　第１回

間　伐　第２回

利 用 間 伐
間　伐　第３回
択　伐　第１回
間　伐　第４回

択　伐　第２回

林　齢

13年生

19年生

25年生

35年生

50年生

65年生

成立本数

2,800本/ha

2,100本/ha

1,700本/ha

1,400本/ha

700本/ha

350本/ha

残存本数

2,100本/ha

1,400本/ha

1,400本/ha

700本/ha

350本/ha

175本/ha

伐採率

25.0%

33.3%

17.6%

50.0%

50.0%

50.0%

施 業 内 容

生育を阻害する不用木及び植栽した不良木の除去

形質不良木を中心に伐採する切り捨て間伐

原則廃止（1,400本/haでない林分の本数を調整）

伐採率50％の強度な間伐で、収益が見込まれる場所は利用間伐（収穫事業）を３列残し３
列伐採する列状間伐を基本として実施し、それ以外の場所は切り捨て間伐（定性）

収益性等を考慮し、交互に伐採する定性伐採の択伐（収穫事業）及び切り捨て間伐

伐採率50％の強度な伐採による択伐（収穫事業）で、残った175本/haは70年生の針広混
交林で所有者に返還

施　業　種 間伐に係る基本的な考え
《列状間伐》
　収益の確保が見込める林分は、さらに生産コストの低減や、広
葉樹の侵入を促進させるため、原則、列状間伐とする。
・生育状況が良好等で、間伐後の残列に不良木が残らない林分。
・奥地林や生育が劣った林分で、将来的に収益が見込めない林分。

《定性間伐》
・根曲り等の不良木が多く存在している林分。
・伐採時には収益が見込めないが、将来的には収益が見込まれる
　林分。
・形状比が高く、雪害による倒木等の害が懸念される林分。

樹　　高
胸高直径
成立本数
伐採本数
残存本数
伐 採 率

見込林齢 １ ５ 10 13 19 25 30 35 40 47 50 55 60 65 70

 m（ヒノキ ２級地）
cm（ヒノキ ２級地）
本／ha
本／ha
本／ha
％

6.8
9.6
2,800
700
2,100
25.0

9.1
12.5
2,100
700
1,400
33.3

14.6
19.5
1,400
700
700
50.0

18.8
26.1
700
350
350
50.0

22.4
31.5
350
175
175
50.0

23.5
32.7
175

施
業
種

択　

伐
②

択　

伐
①

間　

伐
④

利
用
間
伐

間　

伐
③

間　

伐
②
）

間　

伐
①

除　
　

伐

（
皆　
　

伐
）

（

樹高（m）

20　

15　

10　

5　

立木密度  
（本／ha）

3,000　

2,500　

2,000　

1,500　

1,000　

500　

普通林の施業体系図（ヒノキ）
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広
葉
樹
の
侵
入
促
進

管理道を開設し列状に間伐

プロセッサによる造材

高性能林業機械による集材

フォワーダによる搬出

トラックによる運搬

原木市場での販売

収穫事業の取り組み
　繰り返し行う択伐等において、従来から引き継ぐ森林資源を有効に利用することにより、伐
採収益を確保する。特に、作業路等の新設による基盤整備を推進し、公社造林地を中心とした
施業集約化を行うなど、生産に係るコスト削減に取り組み、収益の増大を図る。

森林の持つ公益的機能を高度に
持続的に発揮する70年生の
｢針広混交林」へ整備

土地所有者へ返還

期間延長 50年間 → 70年間
施業方法 皆　伐 → 択　伐

分収造林変更契約等

新 た な 施 業 体 系
（普通林・保安林別）

環境保全重視の森づくり

新たな森づくりの進め方

締
結

強
度
間
伐
・
択
伐
を
繰
り
返
し
実
施

基 盤 整 備
路網整備による

低コスト作業の確立

集 約 化 施 業
公社造林地を中心とする
大規模かつ効率的な
団地形成を推進

収穫事業の推進
収 益 の 確 保
木材の安定供給

販 売 先 の 確 保
林地残材の有効利用

バイオマス利用への対応
工場等への直接販売生産経費削減

列状間伐や高性能林業
機械の導入促進による

コストダウン

基 盤 整 備
路 網 整 備

高性能林業機械
導　入　促　進

収 益 の 確 保
直 接 販 売 バイオマス利用

林地残材の有効利用

コ ス ト 削 減
施業集約化の推進

列状間伐の導入

これからの取り組み
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① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
107

25,400
6,840

1,985 ,920
110,521
98,997
104,759
64,800

1,816 ,361
726,544

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
111

24,900
7,240

1,960 ,260
170,000
351,600
260,800
49,740

1,649 ,720
659,888

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
53

19,900
10,240
511,980
143,700
239,200
191,450
64,800
255,730
102,292

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
46

25,400
7,200

837,200
75,600
44,800
60,200
49,800
727,200
290,880

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
60

26,600
7,200

1,164 ,000
96,500
126,000
111,250
30,600

1,022 ,150
408,860

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
61

25,000
7,500

1,067 ,500
120,900
239,100
180,000
49,700
837,800
335,120

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
50

19,500
8,310

559,500
129,800
103,600
116,700
41,400
401,400
160,560

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
37

19,900
10,510
347,430
110,900
179,200
145,050
64,000
138,380
55,352

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

利用間伐・択伐における分収交付金の試算（目安）
　｢利用間伐」と「択伐」によって、１ha当たりの伐採木全てが販売できたと仮定して、伐採
収益を土地所有者の方へ分収する交付金を試算したものです。ただし、造林地ごとに木の成長
や、搬出するための条件の違い、さらに、素材価格や補助事業など不確定な要素もあります
ので、実際とは異なります。
『条件の考え方』
① 材積：1ha当たりに利用（搬出）する材積（公社区分での２級地～平均よりやや上）
② 素材価格：市場平均価格（過去５ヶ年平均）
③ 生産経費：伐採木を集めたり、規格に沿った長さに切ったり、トラックで運ぶ経費
④ 販売収入：市場で売れたお金
⑤ 伐採事業費：立っている木を切る経費（利用間伐・択伐事業費）
⑥ 搬出路事業費：生産コストを下げ、高性能林業機械を使うための道の開設経費
⑦ 補助金：伐採や道を付けたことによる国･県からの補助金
⑧ 伐採調査費：伐採するために調査した経費
⑨ 分収対象金：売れたお金から公社の必要経費を差し引いた金額
⑩ 分収交付金：土地所有者へお支払いする金額

〈択伐 第２回 65年生〉

〈択伐 第１回 50年生〉

〈利用間伐 35年生〉
ヒノキ
普通林

〈択伐 第３回 65年生〉

〈択伐 第２回 57年生〉

〈択伐 第１回 49年生〉

〈利用間伐 第２回 42年生〉

〈利用間伐 第１回 35年生〉
ヒノキ
保安林
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① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
107

25,400
6,840

1,985 ,920
110,521
98,997
104,759
64,800

1,816 ,361
726,544

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
111

24,900
7,240

1,960 ,260
170,000
351,600
260,800
49,740

1,649 ,720
659,888

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
53

19,900
10,240
511,980
143,700
239,200
191,450
64,800
255,730
102,292

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
46

25,400
7,200

837,200
75,600
44,800
60,200
49,800
727,200
290,880

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
60

26,600
7,200

1,164 ,000
96,500
126,000
111,250
30,600

1,022 ,150
408,860

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
61

25,000
7,500

1,067 ,500
120,900
239,100
180,000
49,700
837,800
335,120

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
50

19,500
8,310

559,500
129,800
103,600
116,700
41,400
401,400
160,560

㎥/ha
円/㎥
円/㎥
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha
円/ha

備　　　　考

① ×（②－③）

⑤と⑥の造林補助金

④－⑤－⑥＋⑦－⑧
⑨×分収割合（４割）

区　　　分

① 材　　　　　　　積
② 素　  材　  価　  格
③ 生　  産　  経　  費
④ 販　  売  　収  　入
⑤ 伐　採　事　業　費
⑥ 搬 出 路 事 業 費
⑦ 補　　　助　　　金
⑧ 伐　採　調　査　費
⑨ 分　収　対　象　金
⑩ 分　収　交　付　金

数　　　　　量
37

19,900
10,510
347,430
110,900
179,200
145,050
64,000
138,380
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〈択伐 第２回 65年生〉

〈択伐 第１回 50年生〉

〈利用間伐 35年生〉
ヒノキ
普通林

〈択伐 第３回 65年生〉

〈択伐 第２回 57年生〉

〈択伐 第１回 49年生〉

〈利用間伐 第２回 42年生〉

〈利用間伐 第１回 35年生〉
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備考：20年度の新見市のデータは、
　　　調査方法の違いにより、過小
　　　な値になっている。
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6
6
4

各調査区の
大きさ ｍ
10×10
6×10
6×10
4×10

市　町　村

間 伐 地

ヒノキ林

樹 高 別

高　木
中　木
低　木
つる類
計
高　木
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計

新　庄　村
間伐幅 10ｍ

本　数

148
26
279
196
649
117
9

240
137
503

構成比
％
22.8
4.0
43.0
30.2
100.0
23.3
1.8
47.7
27.2
100.0

吉備中央町
間伐幅 ６ｍ

本　数
（本数×10/6）

295
135
1670
203
2303
232
188
1878
185
2483

構成比
％
12.8
5.9
72.5
8.8

100.0
9.6
7.8
78.0
4.6

100.0

新　見　市
間伐幅 ６ｍ

本　数
（本数×10/6）

72
68

1177
265
1582
60
23
753
310
1146

構成比
％
4.5
4.3
74.4
16.8
100.0
5.2
2.0
65.7
27.1
100.0

美　咲　町
間伐幅 ４ｍ

本　数
（本数×10/4）

363
87

1825
120
2395
323
60

1188
120
1691

構成比
％
15.2
3.6
76.2
5.0

100.0
19.1
3.5
70.3
7.1

100.0

施 業 別

表－１　　21年度調査における100㎡当たり換算の広葉樹個体数  (本)         

広葉樹侵入状況等調査について（概要）         
１　目　　的
　列状間伐実施後の広葉樹侵入状況を調査するとともに、間伐後の造林木の生育状況を調査
し、針広混交林へ誘導するための施業方法等に資する。(平成20年度より実施）

２　調査対象地
　流域別に４箇所設置し、各調査区の概要は次のとおり。

３　調査内容
　予め設定した調査区（４～10m×10m）において、次のとおり調査する。

（１）広葉樹侵入状況調査 
① 発芽及び萌芽した広葉樹の樹種、本数、樹高を測定する。
② 樹高測定の対象は有用広葉樹(公社の施業指針に定める樹種)とする。

（２）造林木の生育状況調査
① 間伐後の残存する造林木の本数、樹高、胸高直径、クローネ幅を測定する。
② 伐採面に接した樹木列と中央列の生育状況を比較するため、個体識別ができるよう各
　 調査樹木に番号を付ける。

４　調査区の設置と調査方法
　列状間伐地(以下、間伐地)とその対照区として隣接のヒノキ林内（以下、ヒノキ林）に、
列状間伐の幅×10ｍの調査区を設定した。各調査区内を２ｍ×２ｍに区切り、木本類の悉皆
調査を行った。有用広葉樹とヒノキ稚樹については樹高を測定した。

５　調査結果の概要（全体）
（１）調査区内で確認した広葉樹の種類数及び個体数

① 全体的には、間伐地はヒノキ林に比べ、種類数、個体数ともに多い傾向にあったが、
　 21年度の吉備中央町の個体数はヒノキ林でやや多かった。
② 21年度は20年度に比べ、種類数、個体数ともに多く確認できた。

（２）有用広葉樹の侵入状況
　岡山県が定めた有用広葉樹のうち、クリ、ヤマザクラ、ウワミズザクラ、ホオノキ、ケ
ヤキが自生している。このうちクリは８調査区の全て、ヤマザクラは７調査区、ウワミズ
ザクラは５調査区、ホオノキは２調査区、ケヤキは１調査区に自生している。

（３）ヒノキ稚樹の侵入状況
　全ての調査区においてヒノキの稚樹を確認した。特に吉備中央町と美咲町では多量の実
生が育っている。21年度の調査で吉備中央町の間伐地で396本、ヒノキ林で290本、美咲町
でそれぞれ361本、283本が確認できた。20年度に比べ、間伐地では増加、ヒノキ林では減
少傾向にあった。

６　考　　察
（１）広葉樹の種類と個体数及び間伐の効果
① 種類数
　４か所の調査区の間伐幅は4～10ｍと異なるが、全ての調査区で相当数の広葉樹が侵
入・生育している。
　各調査区の間伐地、ヒノキ林を合わせた広葉樹の種類数は、新庄村55種、吉備中央町
59種、新見市50種、美咲町58種で、標高が700ｍを越えている新庄村と新見市でやや少
ない。このうち、高木は新庄村、吉備中央町、美咲町でそれぞれ21種、新見市では15種
である。間伐地における種類数はヒノキ林の102～118％であり、間伐により広葉樹の
侵入が促進されたと判断できる。

② 個体数
　個体数は100㎡当たりに換算すると、表－1のとおりであり、新庄村、新見市、美咲町
ではヒノキ林より間伐地で多い。高木の個体数は全調査区において、ヒノキ林よりも間
伐地の方が多く、間伐効果によるものと判断できる。
　低木の個体数はかなり多く、全体に占める割合は43％～78％であり、調査区により差
はあるものの林分を構成する木本類の中では最も多いことが確認できた。
　新庄村の個体数が他の調査区に比べて少ないのは、地域的にチマキザサが繁茂する地
域であり、その被覆率が高いことが一因と考えられる。
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　（新庄村　毛無山）自然豊かな針広混交林（２）列状間伐の幅と広葉樹の侵入・生育
　今回の調査では、幅10ｍの新庄村よりも４ｍの美咲町の方が個体数が多い結果となるな
ど、間伐幅と植生の侵入・生育との関係は明確でない。列状間伐幅が４～10ｍであれば、
ヒノキ林内にも光が入り、十分ではないが広葉樹が生育する環境になっているものと考え
られる。広葉樹の侵入・生育は、間伐幅よりも、既存の植生の有無、周辺の広葉樹林の
配置や、標高とそれに付随するササ類などの被覆、斜面方位などの影響が大きいものと
考えられる。

（３）広葉樹の消長とその要因
　高木のリョウブ、中木のヤマウルシ、ヌルデ、低木のヒサカキ、コバノミツバツツジ、
コバニガマズミ、クロモジ、イヌツゲ、コツクバネウツギ、コガクウツギ等が大量に自生
しているのは、これらが萌芽生の強い樹種であること、及び結実樹齢に達した親木が調査
区内あるいは周辺にあるためである。これらの個体数は、当分の間はあまり変化無く推
移するものと推測される。

新庄村
列状間伐幅10ｍ×10ｍの調査区の設定
調査区内を２ｍ×２ｍに区切り木本類の調査状況

調査区内の有用広葉樹　クリ

吉備中央町
列状間伐幅６ｍ×10ｍの調査区の設定
調査区内を２ｍ×２ｍに区切り木本類の調査状況
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調査区内の有用広葉樹　クリ

吉備中央町
列状間伐幅６ｍ×10ｍの調査区の設定
調査区内を２ｍ×２ｍに区切り木本類の調査状況
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